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議第55号

京都市道路標識等に関する条例の制定について

　京都市道路標識等に関する条例を次のように制定する。

平成25年２月20日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市道路標識等に関する条例

（趣旨）

第１条　この条例は，道路法（以下「法」という。）第24条の３及び第45条

第３項の規定に基づき，本市が管理する府道及び市道（以下「市道等」と

いう。）に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場のうち駐車料金を徴収

するもの（以下「自動車駐車場等」という。）に設ける標識に表示しなけ

ればならない事項等及び市道等に設ける道路標識の寸法を定めるものとす

る。

（自動車駐車場等に設ける標識）

第２条　法第24条の３の規定により自動車駐車場等に設ける標識には，次に

掲げる事項を表示しなければならない。

　⑴　駐車料金の額

　⑵　供用時間

　⑶　駐車料金の徴収方法

　⑷　その他自動車駐車場等の利用に関し必要と認められる事項

２　前項の標識は，自動車駐車場等を利用しようとする者が見やすい場所に

設けなければならない。

（道路標識の寸法）

第３条　道路標識，区間線及び道路標示に関する命令（以下「標識令」とい

う。）第３条の２に規定する道路標識の寸法は，標識令別表第２に定める
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寸法とする。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成25年４月１日から施行する。

（標識令の規定の引用に関する経過措置）

２　第３条の規定の適用に関する経過措置は，標識令及び標識令の全部又は

一部を改正する命令の附則に規定する経過措置の例による。

（検討）

３　本市は，第３条の規定において引用する標識令の規定が改正されたとき

は，速やかに，同条の規定の改正の要否を検討し，その結果に基づき，本

市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。

提案理由

　本市が管理する府道及び市道に設ける道路標識の寸法等を定める必要があ

るので提案する。


